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令和４年山形県労働条件等実態調査の結果 
 

〔１〕労働時間・休日制度等 

１ 週所定労働時間 
（１）週所定労働時間別事業所数割合 

週所定労働時間を区分別にみると、割合が最も高いのは「38 時間超～40 時間以下」で

73.4％（前年比 0.8 ポイント減）、次いで「38 時間以下」が 21.7％（前年比 2.1 ポイント

増）となっている。週所定労働時間が 40 時間以下の事業所の割合は、95.1％（前年比 1.3

ポイント増）となっている。（第１図・付表３－１） 

 

第１図 週平均所定労働時間 
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企業規模別にみても、すべての規模において「40 時間以下」の事業所が 90％以上となっ

ている。（第２図・付表３－１） 

 

第２図 週所定労働時間（企業規模別）  
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産業分類別にみると、「金融業,保険業」で「38 時間以下」の事業所の割合が 76.2％（前

年比 9.5 ポイント増）と、他の業種と比べ突出して高くなっている。（第３図・付表３－

１） 

 

第３図 週所定労働時間（産業分類別）  
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（２）１事業所あたりの週所定労働時間 

１事業所あたりの週所定労働時間は、39時間７分で、前年比８分の時短となった。 

産業分類別にみると、最も短いのは、「金融業，保険業」で 36 時間 46 分、最も長いのは、

「鉱業,採石業,砂利採取業」の 40 時間 55 分で４時間９分の差となっている。（第１表・付

表３－２） 

 

（３）労働者１人あたりの週所定労働時間 

労働者１人あたりの週所定労働時間は、38 時間 51分で、前年比８分の時短となった。 

産業分類別にみると、最も短いのは、「金融業,保険業」で 37 時間７分、最も長いのは

「宿泊業,飲食サービス業」の 40 時間２分で２時間 55 分の差となっている。（第１表・付

表３－２） 

 

第１表 １事業所・労働者１人平均週所定労働時間（企業規模別、産業分類別）  

１事業所あたりの
週所定労働時間

労働者１人あたりの
週所定労働時間

39　時間　 7　分 38　時間　51　分

5 ～ 29 人 39　時間　 5　分 38　時間　58　分

30 ～ 99 人 39　時間　29　分 39　時間　22　分

100 ～ 299 人 39　時間　14　分 39　時間　 6　分

300 ～ 499 人 38　時間　49　分 38　時間　33　分

500 人 以 上 38　時間　55　分 38　時間　42　分

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取業 40　時間　55　分 39　時間　49　分

建 設 業 39　時間　 9　分 38　時間　35　分

製 造 業 39　時間　 7　分 38　時間　53　分

電気・ガス・熱供給・水道業 38　時間　35　分 38　時間　37　分

情 報 通 信 業 39　時間　45　分 39　時間　21　分

運 輸 業 ， 郵 便 業 40　時間　11　分 39　時間　38　分

卸 売 業 ， 小 売 業 39　時間　 8　分 38　時間　41　分

金 融 業 ， 保 険 業 36　時間　46　分 37　時間　 7　分

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 38　時間　16　分 38　時間　17　分

学 術 研 究 ， 専 門 ・
技 術 サ ー ビ ス 業

38　時間　25　分 39　時間　26　分

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 39　時間　19　分 40　時間　 2　分

生活関連サービス業，娯楽業 38　時間　43　分 39　時間　13　分

教 育 ， 学 習 支 援 業 39　時間　21　分 39　時間　 2　分

医 療 ， 福 祉 39　時間　10　分 38　時間　30　分

複 合 サ ー ビ ス 事 業 39　時間　52　分 39　時間　41　分

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の）

38　時間　57　分 39　時間　25　分

区　             　　分

　合　　      　　計

企
 
業

 
規
 
模

産
　
　
　
　
業
　
　
　
　
分
　
　
　
　
類

［集計事業所数：906　・　集計労働者数：71,838］  
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２ 週休制 

 

（２）産業分類別実施形態別適用労働者数割合 

「何らかの週休２日制」が適用されている労働者の割合は 89.9％（前年比 0.1 ポイント

増）となっている。産業分類別にみると、「建設業」が 87.3％で前年比 17.0 ポイントの増

となった。（第５図・付表４－２） 

 

第５図 

実施形態別 

適用労働者数割合 

（産業分類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）実施形態別事業所数割合 

週休制を実施形態別にみると、

割合が最も高いのは「何らかの週

休２日制※」の 85.4％（前年比 1.9

ポイント減）となっている。 

（第４図・付表４－１） 

 第４図 週休制実施形態別事業所数割合 
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３ 休日・休暇制度 

（１）年次有給休暇 

年次有給休暇の平均付与日数は 17.3 日（前年比 0.2 日増）、平均取得日数は 10.5 日（前

年比 0.1日増）、平均取得率は 60.6％（前年比 0.2 ポイント増）となっている。 

産業分類別に平均取得率をみると、取得率が高いのは、「運輸業,郵便業」の 75.0％、次

いで「電気・ガス・熱供給・水道業」の 74.4％であり、最も低いのは、「宿泊業,飲食サー

ビス業」の 41.7％となっている。「宿泊業,飲食サービス業」は、平均付与日数、平均取得

日数も最も少ない状況となっている。（第２表・付表５） 
 

第２表 年次有給休暇の付与日数及び取得状況（企業規模別、産業分類別） 

 

 

17.3 日 10.5 日 60.6 ％

5 ～ 29 人 16.0 日 9.0 日 56.2 ％

30 ～ 99 人 16.1 日 9.6 日 59.3 ％

100 ～ 299 人 17.0 日 10.5 日 61.5 ％

300 ～ 499 人 18.0 日 11.0 日 61.0 ％

500 人 以 上 17.5 日 10.5 日 60.3 ％

鉱 業 ， 採 石業 ，砂 利採 取業 17.6 日 8.8 日 49.8 ％

建 設 業 16.8 日 9.3 日 55.6 ％

製 造 業 18.0 日 11.6 日 64.3 ％

電気・ガス・熱供給・水道業 19.3 日 14.4 日 74.4 ％

情 報 通 信 業 17.0 日 10.3 日 60.9 ％

運 輸 業 ， 郵 便 業 14.3 日 10.7 日 75.0 ％

卸 売 業 ， 小 売 業 16.1 日 8.8 日 54.7 ％

金 融 業 ， 保 険 業 19.0 日 11.3 日 59.3 ％

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 16.5 日 8.2 日 49.4 ％

学 術 研 究 ， 専 門 ・
技 術 サ ー ビ ス 業

18.7 日 11.9 日 63.5 ％

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 12.5 日 5.2 日 41.7 ％

生活関連サービス業，娯楽業 16.0 日 8.4 日 52.3 ％

教 育 ， 学 習 支 援 業 17.1 日 10.3 日 60.1 ％

医 療 ， 福 祉 17.0 日 9.0 日 53.1 ％

複 合 サ ー ビ ス 事 業 18.0 日 12.8 日 71.1 ％

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類さ れな いも の）

14.8 日 7.7 日 51.8 ％

［集計事業所数：832］

平 均 取 得 率

　合　　      　　計
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業

 

規

 

模

産
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類

区　             　　分 平 均 付 与 日 数 平 均 取 得 日 数
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（２）年間休日総数 

年間休日総数をみると、「年間 100 日以上」の休日を設定している事業所は、全体の

80.0％（前年比 1.4 ポイント減）であり、「70～100 日未満」の事業所は 17.8％（前年比

0.3ポイント減）となっている。 

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるにつれて、年間休日総数が 100 日以上の事

業所の割合が高くなる傾向にあり、「5～29 人」規模では 58.8％であるのに対し、「500 人以

上」規模では 96.8％となっている。（第６図・付表６－１） 

 

第６図 年間休日総数別事業所数割合（企業規模別） 

 

 

 

ア １事業所平均の年間休日総数 

１事業所平均の年間休日総数は 109.8日で前年比 1.1 日減となっている。 

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるにつれて年間休日総数は多くなっており、

「５～29 人」規模では 102.3 日であるのに対し、「500 人以上」規模では 117.3 日と、

15.0日の差がある。 

産業分類別にみると、年間休日総数が最も多いのは、「金融業，保険業」の 121.4 日、

最も少ないのは「生活関連サービス業，娯楽業」の 93.3 日で 28.1 日の差がある。（第３

表・付表６－１） 

 

 

イ 労働者１人平均の年間休日総数 

労働者１人平均の年間休日総数は 117.0日となっている。 

企業規模別にみると、企業規模が大きくなるにつれて年間休日総数は多くなっており、

「５～29 人」規模では 102.8 日であるのに対し、「500 人以上」規模では 120.9 日と、

18.1 日の差がある。 

産業分類別にみると、年間休日が最も多いのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」の

122.8 日、最も少ないのは「生活関連サービス業，娯楽業」の 98.4 日で 24.4 日の差があ

る。（第３表・付表６－２） 

 

 

 

 

80.0

96.8

98.2

88.4

74.6

58.8

17.8

2.3

1.8

11.2

23.0

36.4

2.2

0.9

0.0

0.5

2.5

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合 計

500人以上

300～499人

100～299人

30～ 99人

5～ 29人 100日以上

70日～

100日未満

69日以下

［集計事業所数：882］
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第３表 年間休日総数の状況（企業規模別、産業分類別） 
 

109.8 日 117.0 日

5 ～ 29 人 102.3 日 102.8 日

30 ～ 99 人 107.4 日 108.8 日

100 ～ 299 人 111.3 日 114.0 日

300 ～ 499 人 117.3 日 119.9 日

500 人 以 上 117.3 日 120.9 日

鉱 業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取 業 104.2 日 103.9 日

建 設 業 100.8 日 105.7 日

製 造 業 113.6 日 113.1 日

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 116.9 日 122.8 日

情 報 通 信 業 114.3 日 115.1 日

運 輸 業 ， 郵 便 業 104.6 日 113.0 日

卸 売 業 ， 小 売 業 106.4 日 111.7 日

金 融 業 ， 保 険 業 121.4 日 121.3 日

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 107.8 日 108.8 日

学 術 研 究 ， 専 門 ・
技 術 サ ー ビ ス 業

121.2 日 122.7 日

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 96.2 日 101.8 日

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業 93.3 日 98.4 日

教 育 ， 学 習 支 援 業 115.7 日 122.0 日

医 療 ， 福 祉 114.2 日 119.2 日

複 合 サ ー ビ ス 事 業 113.7 日 117.7 日

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

112.0 日 111.6 日

［集計事業所数：882］　［集計労働者数：70,830］

産

　
　
業

　
　
分

　
　
類

区　             　　分
１事業所平均
年間休日総数

労働者１人平均
年間休日総数

　合　　      　　計

企
 
業
 
規
 
模
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〔２〕各種休業・休暇制度 
  １ 育児休業制度 

（１）育児休業制度の規定状況 

育児休業制度を就業規則に「規定している」とした事業所の割合は 88.5％（前年比 0.3

ポイント増）で、「規定していないが、整備を予定している」が 3.8％（前年比 1.2 ポイン

ト増）、「規定していない」が 7.1％（前年比 1.7ポイント減）となっている。 

（第７図・付表７） 

第７図 育児休業制度規定状況  

 

（２）育児休業の取得可能期間 

育児休業制度について、最長で子が何歳になるまで利用できるかをみると、「２歳未満」

とした事業所の割合が 82.1％（前年比 1.4 ポイント増）と最も高く、「２歳～３歳未満」が

11.6％（前年比 0.4 ポイント減）、「満３歳以上」が 2.5％（前年比 0.3 ポイント減）となっ

ている。（第８図・付表８） 

 

第８図 育児休業取得可能期間 

規定して

いる＊＊

88.5%

規定していな

いが、整備を

予定している

3.8%

規定して

いない＊

7.1% 無回答

0.5%

集 計

事業所数

916

子どもが

２歳未満

82.1%

子どもが２歳

～３歳未満＊

11.6%

子どもが＊

満３歳以上

2.5%

その他

1.6% 無回答

2.2%

集 計

事業所数

811



9 

 

（３）令和３年度中の出産予定女性従業員の有無 

令和３年度中に出産予定女性従業員がいたとした事業所の割合は 30.3％となっている。 

（第９図・付表９） 

 

第９図 令和３年度中の出産予定女性従業員の有無  

 

（４）出産予定者の状況 

令和３年度中に出産予定だった女性従業員 758 人のうち、「出産を前に退職した者」は１

人（0.1％）、「在職したまま出産した者」は 757人（99.9％）となっている。 

在職したまま出産した者 757 人のうち、「産後休業取得中、あるいは取得後に退職した

者」は 12 人（1.6％）、「産後休業取得後、直ちに職場復帰した者」は 32 人（4.2％）、「産

後休業取得後、育児休業を取得した者」は 713人（94.1％）となっている。 

（第 10図・付表 10） 

第 10図 出産予定者の内訳 

 

 

あり

30.3%

なし

69.3%

無回答

0.3%

集 計

事業所数

916

産後休業取得中、

あるいは取得後に

退職した者＊＊＊

1.6% (12人)

産後休業取得後、

直ちに職場復帰し

た者＊＊＊＊＊＊

4.2% (32人)

産後休業取得後、

育児休業を取得し

た者＊＊＊＊＊＊

94.1% (713人)

出産を前に

退職した者

1人

(0.1%)

在職したまま

出産した者＊

757人

(100.0%)

出産予定者 758人

在職したまま

出産した者＊

757人

(99.9%)

 

99.9％ 

(757人) 

0.1％ 

(１人) 
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（５）育児休業の取得状況 

育児休業の取得率※を男女別にみると、女性は 94.2％（前年比 2.6 ポイント減）、男性は

21.6％（前年比 6.5 ポイント増）となっている。 

企業規模別に取得率をみると、女性は「100～299 人」規模で 96.5％と最も高く、300 人

以上の各規模においても 90％以上となっている一方で、99 人以下の各規模においては 70％

台となっている。男性は、企業規模が上がるにつれて取得率が上がっており、「500 人以

上」規模では 24.5％となっている。（第４表・付表 15－3） 
※出産者又は配偶者が出産した者に占める、育児休業取得者〔令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで

の１年間の出産者又は配偶者が出産した者のうち、令和４年８月 31 日までに育児休業を開始（申出をしてい

る者を含む）した者〕の割合 

 

第４表 育児休業の取得状況  
 
 

出産者

（人）

育児休業
取 得 者

（人）

育児休業
取 得 率

（％）

配偶者が
出産した
者＊＊＊
（人）

育児休業
取 得 者

（人）

育児休業
取 得 率

（％）

757 713 94.2 820 177 21.6

5 ～ 29 人 23 17 73.9 29 3 10.3

30 ～ 99 人 43 34 79.1 49 9 18.4

100 ～ 299 人 227 219 96.5 260 48 18.5

300 ～ 499 人 110 103 93.6 118 28 23.7

500 人 以 上 354 340 96.0 364 89 24.5

鉱 業 ， 採 石業 ，砂 利採 取業 0 0 － 1 0 0.0

建 設 業 7 6 85.7 42 1 2.4

製 造 業 260 252 96.9 484 108 22.3

電気・ガス・熱供給・水道業 2 2 100.0 16 2 12.5

情 報 通 信 業 7 7 100.0 13 4 30.8

運 輸 業 ， 郵 便 業 4 4 100.0 27 8 29.6

卸 売 業 ， 小 売 業 53 45 84.9 38 6 15.8

金 融 業 ， 保 険 業 10 9 90.0 18 10 55.6

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業 0 0 － 3 0 0.0

学 術 研 究 ， 専 門 ・
技 術 サ ー ビ ス 業

7 7 100.0 10 3 30.0

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 12 10 83.3 5 0 0.0

生活関連サービス業，娯楽業 1 1 100.0 5 2 40.0

教 育 ， 学 習 支 援 業 22 17 77.3 7 2 28.6

医 療 ， 福 祉 333 316 94.9 96 23 24.0

複 合 サ ー ビ ス 事 業 20 20 100.0 33 7 21.2

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類さ れな いも の）

19 17 89.5 22 1 4.5

［集計事業所数：[女性]270　[男性]878］

産

　
　

業

　

　
分

　

　
類

　合　　      　　計

企

 
業

 
規

 
模

女　　　性 男　　　性

区　　　　分
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（６）男性従業員の育児休業取得期間 

育児休業を取得した男性※について、取得期間別の人数は「５日以下」が最も多い 59 人

（33.3％）、次いで「１か月以上３か月未満」が 50 人（28.2％）となっている。(第 11

図・付表 15－1、2) 

 

第 11図 男性従業員の育児休業取得期間別取得者数 

 

（７）休業中の事業所独自の給与の支給状況 

産前・産後休業中に、「休業取得前と同額を支給」とした事業所は 8.3％（前年比 3.2 ポ

イント増）、「休業取得前の額の一部を支給」とした事業所は 4.7％（前年比 2.4 ポイント

増）となっている。 

育児休業中に、「休業取得前と同額を支給」とした事業所は全体の 0.9％（前年比 0.2 ポ

イント減）、「休業取得前の額の一部を支給」とした事業所は 3.8％（前年比 0.6 ポイント

増）となっている。（第 12、13図・付表 11、12） 

    
第 12図 産前・産後休業中の事業所独自の給与の支給状況 第 13図 育児休業中の事業所独自の給与の支給状況 

 

 

休業取得前と

同額を支給＊

8.3%
休業取得前の額

の一部を支給＊

4.7%

なし

（健康保険からの

出産手当金のみ

など）

85.2%

無回答

1.9%

集 計

事業所数

916

休業取得前と

同額を支給＊

0.9%
休業取得前の額

の一部を支給＊

3.8%

なし

（雇用保険から

の育児休業給付

金のみなど）＊

94.0%

無回答

1.3%

集 計

事業所数

916
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（８）育児休業中の代替要員制度の状況 

育児休業中に、「産前・産後休業期間から育児休業期間中にかけて代替要員を確保する」

とした事業所は全体の 16.7％（前年比 3.9 ポイント増）、「育児休業期間中のみ代替要員を

確保する」とした事業所は 3.4％（前年比 0.8ポイント減）となっている。 

（第 14図・付表 13） 

 

第 14図 育児休業取得中の代替要員制度の状況 

 
 

２ 配偶者出産時の育児目的休暇制度 
 

（１）配偶者出産時の育児目的休暇制度の実施形態 

配偶者出産時の育児目的休暇制度の実施形態をみると、「育児・介護休業法で定める育児

休業」とした事業所の割合が 71.8％（前年比 17.7 ポイント減）、「企業独自の配偶者出産時

の育児目的休暇制度」とした事業所が 11.4％（前年比 4.5 ポイント減）となっている。（第

15図・付表 14） 

    

第 15図 配偶者出産時の育児目的休暇制度の実施形態  
 

産前・産後休業期

間から育児休業期

間中にかけて代替

要員を確保する＊

16.7%

育児休業期間中

は代替要員を確

保する＊＊＊＊

3.4%

なし＊

78.9%

無回答

1.0%

集 計

事業所数

916

71.8%

11.4%

20.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：916］

育児・介護休業法で定める育児休業
を設けている

なし

企業独自の配偶者出産時の育児目的
休暇制度を設けている
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有 給

87.3%

無 給

9.3%

無回答

3.4%

集 計

事業所数

473

３ 配偶者出産休暇制度 
（１）配偶者出産休暇制度の規定状況 

配偶者出産休暇制度を設けているとした事業所の割合は 51.6％（前年比 5.5 ポイント

増）となっており、企業規模別にみると、「300～499 人」が 77.2％と最も割合が高くなっ

ている。（第 16図・付表 16） 

 

第 16図 配偶者出産休暇制度規定状況（企業規模別）  

 

（２）配偶者出産休暇の付与形態、取得可能日数及び取得率 

 配偶者出産休暇について、付与形態をみると、「有給」とした事業所の割合が 87.3％(前

年比 4.1ポイント増）、「無給」が 9.3％(前年比 0.3 ポイント減）となっている。 

また、取得可能日数をみると｢４日以下｣とした事業所の割合が 76.7％（前年比 2.4 ポイ

ント減）、「５～９日」が 12.1％(前年比 3.4 ポイント増)となっている。（第 17 図・付表

17） 

 

第 17図 配偶者出産休暇の付与形態、取得可能日数及び取得率  

 

 

 

 

51.6 

74.2 

77.2 

58.2 

49.6 

25.3 

47.6 

25.8 

22.8 

40.9 

49.6 

73.4 

0.8 

0.0 

0.0 

0.9 

0.8 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合 計

500人以上

300～499人

100～299人

30～ 99人

5～ 29人
あり

なし

無回答

［集計事業所数：916］

４日以下

76.7%

５～９日

12.1%

10日以上

0.6%

無回答

10.6%

集 計

事業所数

473

取 得 可 能 日 数配偶者出産休暇の形態

配偶者出産休暇取得率 
  52.4％（430人／820人） 
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４ 多様な休暇制度 
多様な休暇制度の内容をみると、リフレッシュ休暇があるとした事業所が 21.0％と最も

高く、次いでボランティア休暇があるとした事業所が 9.4％となっている。 

（第 18図、付表 21－1～6） 

 

第 18図 多様な休暇制度の内容 

 

５ 子どもを持つ労働者に対する支援制度 
子どもを持つ労働者に対して、勤務時間短縮等の支援制度を導入しているとした事業所

の割合は 73.4％（前年比 9.3 ポイント減）、導入していない事業所の割合は 20.2％（8.7 ポ

イント増）となっている。 

導入している制度の内容としては、「短時間勤務制度」次いで「所定外労働をさせない制

度」が多くなっている。 

支援制度を導入している事業所における利用実績をみると、「フレックスタイム制度」、

次いで「事業所内託児所の設置運営やこれに準ずる便宜の供与」が「利用あり」の割合が

高くなっている。（第 19、20図・付表 22－1～7） 

 

第 19図 子どもを持つ労働者に対する支援制度の有無 

 

 

 

 

11.1

3.9

21.0

2.9

9.4

3.2

52.1

90.8

74.7

91.8

85.5

92.0

36.8

5.2

4.4

5.2

5.1

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑥その他

⑤不妊治療休暇

④リフレッシュ休暇

③自己啓発休暇

②ボランティア休暇

①子どもの学校行事への

参加のための休暇

［集計事業所数：916］

制度あり

制度なし

無回答

あり

73.4%

なし

20.2%

無回答

6.4%

集 計

事業所数

916
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第 20図 子どもを持つ労働者に対する支援制度の導入状況  

 

 

 

[集計事業所数：916] 
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６ 子の看護休暇制度 
（１）子の看護休暇制度の規定状況 

子の看護休暇制度を設けているとした事業所の割合は 75.3％（前年比 3.3 ポイント増）

となっており、企業規模別にみると、「5～29 人」では「規定している」とした事業所は

43.9％と５割を下回っている。（第 21図・付表 18） 

 

  第 21図 子の看護休暇制度の規定状況（企業規模別）  

 

（２）子の看護休暇の付与形態及び取得可能日数  

子の看護休暇制度について、付与形態をみると「有給」とした事業所の割合が 36.4％

（前年比 1.1ポイント減）、「無給」が 60.6％（前年比 0.8 ポイント減）となっている。 

また、有給で取得可能な日数をみると「５～９日」とした事業所の割合が 55.0％（前年

比 0.6 ポイント増）、「10 日以上」が 29.9％（前年比 2.3 ポイント減）となっている。（第

22図・付表 19－1） 

 

第 22図 子の看護休暇の付与形態、有給で取得可能な日数  
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（３）子の看護休暇制度の利用状況 

過去１年間における子の看護休暇制度の利用状況をみると「利用者なし」が 76.5％（前

年比 0.5ポイント減）、「利用者あり」が 20.6％（前年比 1.4 ポイント減）となっている。 

子の看護休暇制度の利用者を男女別でみると、女性が 65.3％、男性が 34.7％となってい

る。（第 23図・付表 20） 

 

第 23図 子の看護休暇制度の取得実績、男女別取得人数・割合  

 

７ 介護休業制度 
（１）介護休業制度の規定状況 

介護休業制度を就業規則に「規定している」とした事業所の割合は 84.0％（前年比 2.1

ポイント増）、「規定していないが、整備を予定している」が 3.9％（前年比 0.6 ポイント

増）、「規定していない」が 11.0％（前年比 2.9 ポイント減）となっている。（第 24 図・付

表 23） 

 

    第 24図 介護休業制度の規定状況  
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（２）介護休業の取得可能期間 

介護休業制度について、最長でどのくらいの期間取得できるかをみると、「93 日間」とし

た事業所の割合が 75.0％（前年比 0.6 ポイント減）と最も高く、次いで「６か月以上」が

11.8％（前年比 0.2 ポイント増）、「94 日～６か月未満」が 5.2％（前年比 1.0 ポイント

減）となっている。（第 25図・付表 24） 

    第 25図 介護休業取得可能期間  

 
 
 

（３）介護休業の取得状況 

介護休業の取得状況をみると、「利用者あり」とした事業所の割合は 7.4％（前年比 0.6

ポイント減）、利用者を男女別でみると女性が 69.1％、男性が 30.9％となっている。（第 26

図・付表 25） 

 

    第 26図 介護休業取得状況  
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８ 育児・介護休業取得時の事業所内の対応 
育児休業取得者の代替要員を確保する方法については、「代替要員の補充は行わず、同じ

部門の他の社員で対応する」が 67.6％（前年比 1.9 ポイント増）で最も多く、次いで「派

遣労働者やアルバイトを代替要員として雇用する」が 38.2％（前年比 1.9 ポイント増）と

なっている。 

介護休業取得者の代替要員については、「代替要員の補充は行わず、同じ部門の他の社員

で対応する」が 69.4％（前年比 1.6 ポイント増）で最も多く、次いで「事業所内の他の部

門又は他の事業所から人員を異動させる」及び「派遣労働者やアルバイトを代替要員として

雇用する」がいずれも 32.5％となっている。（第 27図・付表 26－1、2） 

 

第 27図 育児・介護休業取得時の事業所内の対応 
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９ 育児・介護休業取得者の職場復帰 
（１）育児・介護休業取得者の職場復帰を円滑にするための措置 

育児・介護休業取得者の職場復帰を円滑にするための措置の内容は、いずれの休業でも

「社内報等による情報提供を行っている（職場の情報など）」が最も多くなっている（育児

休業 26.4％、介護休業 23.7％）。 

また、「特に措置はしていない」とした事業所は、育児休業で全体の 58.3％（前年比 7.5

ポイント増）、介護休業で全体の 60.0％（前年比 6.6 ポイント増）となっている。（第 28

図・付表 27－1、2） 

 

第 28図 育児・介護休業取得者の職場復帰を円滑にするための措置の有無  

 

 

（２）育児・介護休業取得者の復帰後の配置 

育児・介護休業取得者の復帰後の配置について、いずれの休業でも「原則として休業前

と同等の職場・職種に復帰させる」が最も多くなっている（育児休業 77.2％、介護休業

77.5％）。（第 29図・付表 28－1、2） 

 

第 29図 育児・介護休業取得者の復帰後の配置 
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〔３〕女性管理職の登用 
１ 女性管理職がいる事業所数割合 

全事業所のうち、女性管理職がいるとした事業所の割合は、58.1％（前年比 1.9 ポイン

ト減）となっている。 

役職別にみると、女性役員がいるとした事業所の割合は全事業所の 22.3％、同様に部長

相当職がいるとした事業所は 15.0％、課長相当職がいるとした事業所は 25.3％、係長相当

職がいるとした事業所は 32.4％となっている。 

（第 30、31図・付表 29－1、5） 

 

第 30図 女性管理職がいる事業所数割合   第 31図 女性管理職がいる事業所数割合（役職別） 

                                                   

 

２ 管理職者に占める女性管理職者の割合（役職別） 
役職別に管理職者に占める女性管理職者の割合をみると、役員は 19.6％、部長相当職は

11.8％、課長相当職は 15.4％、係長相当職は 24.9％となっている。 

全労働者数に占める女性管理職者の割合をみると、役員は 0.4％、部長相当職は 0.3％、

課長相当職は 0.8％、係長相当職は 1.6％となっている。 

（第 32図・付表 29－2、3） 

 

   第 32図 管理職者に占める女性管理職者割合（役職別）  
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〔４〕非正規社員の正社員転換 
１ 非正規社員から正社員への転換を推進する措置の規定状況 

非正規社員から正社員への転換を就業規則等に「規定している」とした事業所は 41.5％

（前年比 0.9 ポイント減）、就業規則等以外の方法で実施している事業所は 26.9％（前年比

1.4ポイント減）となっている。（第 33図・付表 30） 

 

第 33図 非正規社員から正社員への転換を推進する措置の規定状況  

    

２ 非正規社員から正社員への転換状況 
非正規社員を雇用しているとした事業所は 67.7％（前年比 9.5 ポイント増）であり、そ

のうち、過去１年間に非正規社員から正社員への転換を行った事業所は、26.1％（前年比

2.5ポイント減）となっている。（第 34図・付表 31） 

 

第 34図 非正規社員から正社員への転換が行われた事業数割合 
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〔５〕職場のハラスメント対策 
   マタニティハラスメント防止対策を実施しているとした事業所における取組の内容とし

て最も多いのは、「相談・苦情窓口の設置」で 61.6％、次いで「就業規則などの社内規定に

盛り込んでいる」が 59.9％、「トップの宣言,会社の方針に定めている」が 46.6％などと

なっている。 

    パワーハラスメント防止対策で最も多いのは、「就業規則などの社内規定に盛り込んでい

る」で 66.7％、次いで「相談・苦情窓口の設置」が 66.2％、「トップの宣言,会社の方針に

定めている」が 49.9％などとなっている。 

    セクシャルハラスメント防止対策で最も多いのは、「就業規則などの社内規定に盛り込ん

でいる」で 70.6％、次いで「相談・苦情窓口の設置」67.0％、「トップの宣言,会社の方針に

定めている」50.5％などとなっている。（第 35図・付表 32－1～3） 

 

  第 35図 職場のハラスメント防止対策の状況  
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〔６〕採用と離職 
過去１年間の正社員の採用人数と、そのうち離職した人数及び離職率は次の図のとおりで

あった。（第 36、37図・付表 33－2、3） 

【男性・離職率】 

新卒…中・高卒 5.7％、短大・専門学校卒 5.6％、大学卒 4.8％ 

中途採用…15.6％ 

 

【女性・離職率】 

新卒…中・高卒 6.7％、短大・専門学校卒 10.9％、大学卒 5.7％ 

中途採用…18.5％ 

 

 

第 36図 過去１年間の正社員新規採用人数とそのうち離職した人数（男） 

 

 

第 37図 過去１年間の正社員新規採用人数とそのうち離職した人数（女） 
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〔７〕働き方改革 
１ 働き方改革への取組み内容 

取組み内容として最も多いのは、「有給休暇の取得促進」で 87.1％（前年比 5.2 ポイント

減）、次いで「長時間労働の削減」が 71.7％（前年比 2.2 ポイント減）、「労働時間の状況把

握」が 62.8％（前年比 0.4 ポイント増）となっている。（第 38図・付表 34） 

 

第 38図 働き方改革への取組み内容  
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２ 時間外労働の上限規制への対応 
 時間外労働の上限規制への対応状況については、「従業員の時間意識が高まり、時間外労

働は減少した」が 39.4％（前年比 1.0 ポイント減）、「業務内容や手順を見直したことによ

り、時間外労働は減少した」が 38.6％（前年比 1.4 ポイント増）となっている。（第 39

図・付表 35） 

 

第 39図 時間外労働の上限規制への対応  

 

 

３ テレワークの導入状況 
テレワークの導入状況について、「在宅勤務を導入している」が 14.6％（前年比 1.4 ポイ

ント増）、「モバイルワークを導入している」が 5.6％（前年比 0.9 ポイント増）となってい

る一方で、「導入予定はない」とした事業所が 80.1％となっている。（第 40図・付表 36） 
 

第 40図 テレワークの導入状況  
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一般従業員の時間外労働は減少したが、管理職等の時間外労働は増
加した

上限規制開始前から時間外労働が少ないため、あまり変わりはない

時間外労働の上限規制については知っていたが、対応できていない

時間外労働の上限規制が始まっていることを知らなかった

その他

無回答

14.6%

5.6%

1.0%

0.8%

80.1%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：916］

在宅勤務を導入している

導入予定はない

無回答

モバイルワークを導入している

サテライトオフィス勤務を導入している

今後１年以内に導入予定である
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４ テレワークを導入した理由 
テレワークの導入理由について、「非常時（地震・新型コロナウイルス等）の事業継続に

備えるため」が 87.1％（前年比 1.1 ポイント増）、「従業員のゆとりや健康的な生活（ワー

クライフバランス）の実現を図るため」が 27.1％（前年比 5.1 ポイント減）となっている。

（第 41図・付表 37） 

 

第 41図 テレワークを導入した理由  
 
 

20.6%

5.8%

27.1%

3.9%

23.2%

0.6%

5.8%

12.3%

87.1%

3.2%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：155］

在宅勤務やサテライトオフィス勤務等のテレワークを導入している事業所

16.9％（155事業所）

定形的業務の効率性（生産性）の向上のため

付加価値創造業務の創造性の向上のため

従業員のゆとりや健康的な生活（ワークライフ
バランス）の実現を図るため

オフィスコストの削減のため

従業員の移動時間の短縮・混雑回避のため

顧客満足度の向上のため

優秀な人材の雇用確保・流出防止のため

通勤弱者（身障者、高齢者、育児中の女性等）
への対応のため

非常時（地震・新型コロナウイルス等）の事業
継続に備えるため

その他

無回答
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〔８〕新型コロナウイルス感染症の影響 
 

１ 新型コロナウイルス感染症拡大により従業員に取った対応 
 新型コロナウイルス感染症拡大により従業員に取った対応について、「学校の休校等に伴

い、子どもを持つ従業員に有給の特別休暇を与えた」が 38.6％（前年比 13.2 ポイント増）、

「雇用調整助成金等を活用し、従業員の雇用の維持を図った」が 27.6％（前年比 1.7 ポイ

ント減）となっている。（第 42図・付表 38） 

 

第 42図 新型コロナウイルス感染症拡大により従業員に取った対応  

 

14.5%

27.6%

8.7%

2.1%

38.6%

1.5%

1.9%

3.9%

4.5%

10.3%

28.4%

3.1%

0% 20% 40% 60%

［集計事業所数：916］

事業の縮小等により、従業員を休業させた（感染の疑いが
あるため、自宅待機させた場合等を除く）

雇用調整助成金等を活用し、従業員の雇用の維持を図った

勤務時間の見直しを行った（短時間勤務、曜日ごとの出勤
日を設けるなど）

従業員の人員整理を行った

学校の休校等に伴い、子どもを持つ従業員に有給の特別休
暇を与えた

学校の休校等に伴い、事業所に託児室を設ける、子どもと
の同伴出勤を認める等の対応を取った

新規採用の見直し、規模縮小を行った（令和５年４月新卒
予定者を含む）

取扱品（サービス）の需要が増加したため、従業員の新規
採用を積極的に行った

取扱品（サービス）の需要が増加したため、従業員の時間
外労働が増加した

その他

特になし

無回答


